
 

令和８年第４回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

 

報第６号 損害賠償の額の決定の専決処分について              （Ｐ３） 

 

令和８年２月９日、高山市下二之町６０番地先 市道下一之町下二之町線で発生した側溝のグ

レーチングが跳ね上がったことによる走行中の車両破損事故に関し、損害賠償金を支払うことに

ついて専決処分したので報告する。 

  専決年月日 令和８年５月１４日 

  損害賠償額 ２０１，４１１円 

 

 

報第７号 継続費繰越計算書（一般会計）について              （Ｐ４） 

 

継続費を設定している次の事業の令和７年度の執行残額を令和８年度に繰り越したことに伴い、

継続費繰越計算書を調製したので報告する。 

  ⑴ 高山駅西地区複合・多機能施設整備事業者選定事業（令和６年度～令和８年度） 

  ⑵ 高山駅西地区複合・多機能施設整備事業（令和７年度～令和１２年度） 

  ⑶ 不動橋長寿命化改修事業（令和７年度～令和８年度） 

  ⑷ 街路松之木千島線（松之木～江名子工区）整備事業（令和６年度～令和１０年度） 

  ⑸ 街路松之木千島線（松之木～江名子工区）残土受入整備事業（令和７年度～令和１０年度） 

  ⑹ 高機能消防指令システム等整備事業（令和６年度～令和８年度） 

  ⑺ 東小学校プール改修事業（令和７年度～令和８年度） 

  ⑻ 野球場整備事業（令和７年度～令和９年度） 

 

 

報第８号 継続費繰越計算書（下水道事業会計）について           （Ｐ９） 

 

継続費を設定している次の事業の令和７年度の執行残額を令和８年度に繰り越したことに伴い、

継続費繰越計算書を調製したので報告する。 

  ⑴ 下水道管理システムデータ（下水道ＧＩＳ）整備事業（令和６年度～令和８年度） 

 

 

報第９号 繰越明許費繰越計算書（一般会計）について           （Ｐ１２） 

 

繰越明許費を設定している次の事業に係る予算を令和８年度に繰り越したことに伴い、繰越明

許費繰越計算書を調製したので報告する。 

  ⑴ デジタル推進事業 

  ⑵ 環境都市推進事業 

  ⑶ 物価高対応子育て応援手当給付事業 

  ⑷ 旧久々野保健センター解体事業 



 

  ⑸ 道の駅整備事業 

  ⑹ 暮らし応援商品券事業 

  ⑺ 自然公園施設整備事業 

  ⑻ 普通河川整備事業 

  ⑼ 街路松之木千島線整備事業 

  ⑽ 消防車両整備事業 

  ⑾ 現年農業施設災害復旧事業 

  ⑿ 現年土木施設災害復旧事業 

  ⒀ 現年公園施設災害復旧事業 

 

 

報第１０号 繰越明許費繰越計算書（国民健康保険事業特別会計）について  （Ｐ１５） 

 

繰越明許費を設定している次の事業に係る予算を令和８年度に繰り越したことに伴い、繰越明

許費繰越計算書を調製したので報告する。 

  ⑴ 旧久々野診療所解体事業 

 

 

報第１１号 事故繰越し繰越計算書（一般会計）について          （Ｐ１７） 

 

令和７年度に執行できなかった次の事業に係る予算を令和８年度に繰り越したことに伴い、事

故繰越し繰越計算書を調製したので報告する。 

  ⑴ 街路松之木千島線整備事業 

 

 

報第１２号 繰越計算書（水道事業会計）について             （Ｐ１９） 

 

  令和７年度に執行できなかった次の事業に係る予算を令和８年度に繰り越したことに伴い、繰

越計算書を報告する。 

  ⑴ 常泉寺川災害復旧に伴う配水管布設替事業 

  ⑵ 主要地方道宮萩原線災害復旧に伴う導水管布設替事業 

  ⑶ 小日和田（オケジツタ）地内配水管布設替事業 

  ⑷ 基幹管路整備事業 

 

 

報第１３号 繰越計算書（下水道事業会計）について            （Ｐ２２） 

 

  令和７年度に執行できなかった次の事業に係る予算を令和８年度に繰り越したことに伴い、繰

越計算書を報告する。 

  ⑴ 汚水管きょ布設及びマンホール蓋取替事業 

  ⑵ 処理施設長寿命化事業 

 



 

議第４０号 高山市監査委員条例の一部を改正する条例について       （Ｐ２４） 

 

  地方自治法の改正に伴い条文整備を行うもの 

  施行期日 令和８年９月２４日 

 

 

議第４１号 高山市印鑑条例の一部を改正する条例について         （Ｐ２６） 

 

  出入国管理及び難民認定法等の改正に伴い改正するもの 

  ・特定在留カード又は特定特別永住者証明書による印鑑登録証明書の交付申請を追加 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第４２号 高山市税条例の一部を改正する条例について          （Ｐ２９） 

 

  地方税法の改正に伴い改正するもの 

  ①個人市民税関係 

・公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務者の追加 

・セルフメディケーション税制（特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例）の延長 

・個人市民税における住宅ローン控除の延長 

  ・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例の見直し 

  ・特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人市民税の特例の追加 

  ②固定資産税関係 

・固定資産税の免税点の見直し 

 （家屋 ２０万円 → ３０万円、償却資産 １５０万円 → １８０万円） 

  施行期日  令和９年１月１日、令和９年４月１日、令和１０年１月１日、金融商品取引法及び

資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌々年の１

月１日 

 

 

議第４３号 高山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び高

山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について                     （Ｐ４５） 

 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準の改正に伴い改正するもの 

  ・改正後の内閣府令による基準と同様とし、事業者に児童対象性暴力等の防止等を義務付ける。 

  施行期日 令和８年１２月２５日 

 

 

 



 

議第４４号 高山市立学校の設置等に関する条例及び高山市放課後児童クラブの設置等に

関する条例の一部を改正する条例について           （Ｐ４９） 

 

  朝日・高根地域に、義務教育学校の設置等をするため改正するもの 

  ・朝日小学校及び朝日中学校を廃止し、義務教育学校「朝日学園」を設置 

  施行期日 令和１０年４月１日 

 

 

議第４５号 高山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について                          （Ｐ５２） 

 

  地方自治法の改正に伴い条文整備を行うもの 

  施行期日 令和８年９月２４日 

 

 

議第４６号 財産（消防署消防ポンプ自動車）の取得について        （Ｐ５４） 

 

  消防署消防ポンプ自動車１台を取得するもの 

  取得予定価格 ５５，８９０，３３０円 

 

 

議第４７号 財産（消防団消防ポンプ自動車）の取得について        （Ｐ５６） 

 

  消防団消防ポンプ自動車１台を取得するもの 

  取得予定価格 ２６，５７５，３３０円 

 

 

議第４８号 財産（消防団汎用積載車）の取得について           （Ｐ５８） 

 

  消防団汎用積載車３台を取得するもの 

  取得予定価格 ４３，８５７，０００円 

 

 

議第４９号 令和８年度高山市一般会計補正予算（第１号）          （別冊） 

 

  補 正 額  ５７，４４７千円（補正後 60,757,447千円 当初予算に対し 0.1%増） 

  主 な 内 容  生活保護費追加給付に伴う給付費等の増額      ４０，４００千円 

 

 

議第５０号～議第６８号 農業委員会委員の任命について   （提案当日配付） 


